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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
肥
前
国
を
本
拠
と
し
、
戦
国
大
名
と
し
て
成
長
し
た
龍
造
寺
氏
の

権
力
構
造
を
国
衆
と
の
相
互
関
係
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

室
町
・
戦
国
期
の
肥
前
国
で
は
、
数
多
く
の
国
衆
が
各
地
に
割
拠
し
て
い
た
。

国
衆
と
は
、
数
ヶ
村
か
ら
数
郡
規
模
の
範
囲
で
領
域
支
配
を
実
現
し
て
い
た
在
地

領
主
で
あ
る
。
龍
造
寺
氏
は
、
戦
国
大
名
化
す
る
過
程
で
、
配
下
に
国
衆
を
編
成

す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
龍
造
寺
氏
自
身
が
も
と
も
と
国
衆
の
一
員
で
あ
っ
た
た

め
、
ま
た
国
衆
の
勢
力
や
性
格
が
き
わ
め
て
多
様
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
統
制
は

容
易
で
は
な
か
っ
た
。

近
年
、
戦
国
大
名
権
力
の
中
に
存
在
す
る
自
立
的
勢
力
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る （
１
）。
戦
国
大
名
が
彼
ら
と
ど
う
関
係
を
築
き
、
ど
う
編
成
し
て
い
た
か
は
、

そ
の
権
力
構
造
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
九
州
の
戦
国
大
名
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本
稿
は
、
戦
国
大
名
龍
造
寺
氏
と
領
域
内
外
諸
勢
力
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
龍
造
寺
氏
の
権
力
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

と
く
に
戦
国
大
名
龍
造
寺
氏
と
、
九
州
北
部
の
国
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
の
交
わ
し
た
起
請
文
を
も
と
に
考
察
を
行
う
。
戦
国
大
名
権
力
の
内
部
に
は
、
内
政

自
治
権
を
保
持
し
つ
つ
服
属
す
る
国
衆
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
戦
国
大
名
権
力
に
従
属
す
る
際
に
互
い
に
起
請
文
を
交
わ
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
戦
国
大
名
権
力
と
国

衆
と
の
関
係
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
起
請
文
の
内
容
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
両
者
の
関
係
の
多
様
さ
や
龍
造
寺
氏
の
特
質
を
解
明
す
る
。

ま
た
、
龍
造
寺
氏
は
国
衆
の
当
主
以
外
に
龍
造
寺
氏
の
家
中
や
国
衆
の
家
中
に
対
し
て
も
起
請
文
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
述
し
た
国
衆
の
起
請
文
と
龍

造
寺
氏
家
中
・
国
衆
家
中
の
起
請
文
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
龍
造
寺
氏
権
力
内
に
お
け
る
国
衆
・
家
中
の
存
在
形
態
の
差
異
や
龍
造
寺
氏
が
国
衆
と
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
強
化
し
、
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

最
後
に
、
龍
造
寺
氏
と
他
の
九
州
の
戦
国
大
名
権
力
（
大
友
氏
・
島
津
氏
）
と
の
国
衆
の
関
係
を
比
較
し
、
龍
造
寺
氏
権
力
に
お
け
る
国
衆
の
位
置
づ
け
を
お
こ
な
う

こ
と
で
、
龍
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
権
力
と
し
て
の
特
質
の
解
明
を
試
み
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

：

龍
造
寺
氏
戦
国
大
名
国
衆
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に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
研
究
は
多
く
な
い
。

丸
島
和
洋
氏
は
、
肥
前
国
有
馬
氏
と
、
大
村
氏
を
始
め
と
す
る
周
辺
諸
氏
と
の

関
係
を
位
置
づ
け
な
お
す
必
要
性
を
説
き
、
東
国
で
の
国
衆
論
も
参
考
に
し
な
が

ら
、
有
馬
氏
が
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
を
考
察
し
た （
２
）。
村
井
良
介
氏
は
、
北

部
九
州
の
諸
権
力
が
発
給
し
た
判
物
な
ど
の
文
書
を
収
集
し
、
所
領
の
給
与
・
保

証
対
象
に
つ
い
て
、
地
域
ご
と
に
そ
の
変
遷
を
分
析
し
て
い
る （
３
）。
こ
れ
ら
の
研
究

は
、
婚
姻
関
係
や
偏
諱
の
授
与
、
判
物
の
形
式
な
ど
か
ら
支
配
の
あ
り
方
を
評
価

し
て
い
る
が
、
大
友
氏
・
有
馬
氏
以
外
の
戦
国
大
名
と
国
衆
（
戦
国
領
主
）
と
の

関
係
性
や
国
衆
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

戦
国
大
名
龍
造
寺
氏
と
国
衆
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
よ
り
実
態
に
即
し
て
詳

細
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
の
龍
造
寺
氏
研
究
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
く
。
藤
野
保
氏
は
、

龍
造
寺
氏
が
地
域
の
新
興
の
小
領
主
を
被
官
と
し
て
家
臣
団
を
編
成
し
、
成
長
し

て
き
た
と
説
き
、
国
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
主
に
後
藤
氏
と
交
わ
し
た
起
請
文

に
よ
り
考
察
し
た （
４
）。
堀
本
一
繁
氏
は
、
龍
造
寺
氏
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）

に
大
友
氏
が
耳
川
の
戦
い
に
敗
北
し
、
支
配
機
構
の
混
乱
を
招
い
た
の
を
契
機
と

し
て
、
そ
れ
ま
で
対
等
で
あ
っ
た
国
衆
を
従
属
さ
せ
、
国
衆
か
ら
戦
国
大
名
化
を

果
た
し
た
と
説
い
た （
５
）。
ま
た
、
龍
造
寺
隆
信
・
政
家
親
子
の
代
替
わ
り
の
時
期
と

地
位
の
転
換
に
つ
い
て
の
研
究
も
存
在
す
る （
６
）。
こ
の
他
、
龍
造
寺
隆
信
に
つ
い
て

は
、
川
副
義
敦
氏
の
研
究 （
７
）な
ど
が
あ
る
が
、
未
だ
に
『
北
肥
戦
誌
』
等
の
後
世
の

編
纂
史
料
に
依
拠
す
る
も
の
が
多
い
。
多
く
の
研
究
で
は
、
編
纂
史
料
を
一
次
史

料
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
利
用
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
現
在
の
研

究
水
準
か
ら
す
る
と
不
正
確
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

近
年
で
は
、
龍
造
寺
氏
の
肥
前
西
部
侵
攻
と
軍
事
上
で
の
龍
造
寺
長
信
の
役
割

に
つ
い
て
分
析
し
、
ま
た
龍
造
寺
氏
に
よ
る
肥
前
以
外
へ
の
進
出
の
実
態
を
考
察

し
た
中
村
知
裕
氏
の
研
究 （
８
）、
龍
造
寺
領
国
に
お
け
る
物
資
調
達
シ
ス
テ
ム
と
「
町
」

の
成
立
に
つ
い
て
解
明
し
た
鈴
木
敦
子
氏
の
研
究
が
あ
る （
９
）。
ま
た
、
龍
造
寺
隆
信

以
前
の
政
治
的
動
向
を
検
討
し
た
野
下
俊
樹
氏
の
研
究
も
あ
る （

�）。
こ
れ
ら
の
研
究

は
一
次
史
料
に
基
づ
い
た
成
果
で
は
あ
る
が
、
龍
造
寺
氏
権
力
の
内
部
構
造
を
一

次
史
料
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
少
な
い
。

本
稿
で
は
主
に
起
請
文
を
用
い
て
龍
造
寺
氏
と
国
衆
の
関
係
を
探
る
。
国
衆
が

戦
国
大
名
に
従
属
す
る
際
、
互
い
に
起
請
文
を
交
換
す
る
こ
と
が
あ
っ
た （

�）。
そ
の

た
め
両
者
の
関
係
を
探
る
際
に
起
請
文
の
内
容
を
見
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

龍
造
寺
氏
の
起
請
文
に
つ
い
て
は
前
述
の
藤
野
氏
の
他
に
加
藤
章
氏
と
松
田
博
光

氏
の
研
究
が
あ
る
。
加
藤
氏
は
龍
造
寺
氏
が
有
力
領
主
と
起
請
文
を
交
わ
し
「
起

請
文
体
制
」
を
構
築
し
た
と
し
、
各
領
主
の
知
行
構
造
を
明
ら
か
に
し
た （

�）。
松
田

氏
は
『
龍
造
寺
家
文
書
』
の
起
請
文
の
神
文 （

�）の
神
名
の
記
載
か
ら
、
龍
造
寺
氏
に

よ
る
宗
教
勢
力
を
媒
介
と
し
た
国
衆
支
配
の
一
端
を
分
析
し
た （

�）。
ま
た
、
堀
本
氏

は
起
請
文
の
神
文
を
用
い
て
戦
国
期
の
肥
前
国
河
上
社
の
実
態
を
考
察
し
た （

�）。
た

だ
し
、
龍
造
寺
氏
に
か
か
わ
る
起
請
文
の
内
容
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
研
究
は
近

年
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
龍
造
寺
氏
と
国
衆
の
関
係
は
一
部
し
か
解
明
さ
れ
て
い
な

い
。そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
一
次
史
料
、
と
り
わ
け
起
請
文
を
最
大
限
活
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
龍
造
寺
氏
権
力
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
龍
造
寺
氏

西 森 駿 汰
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は
主
に
一
五
五
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
ま
で
の
間
、
起
請
文
を
交
わ
し
て
お
り （

�）、

受
け
取
っ
た
起
請
文
の
う
ち
現
存
す
る
数
は
約
一
五
〇
通
を
数
え
る
。
龍
造
寺
氏

が
、
ど
の
よ
う
に
国
衆
ら
を
支
配
下
に
包
摂
し
た
の
か
、
そ
の
特
質
を
把
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
戦
国
大
名
と
し
て
の
龍
造
寺
氏
の
権
力
構
造
の
性
格
を
解
明
す
る
。

第
一
章

肥
前
国
衆
龍
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
化
と
起
請
文

本
章
で
は
、
龍
造
寺
氏
を
始
め
と
し
た
肥
前
国
人
の
国
衆
化
の
動
き
と
、
龍
造

寺
氏
と
肥
前
国
衆
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
節

龍
造
寺
隆
信
の
登
場
と
肥
前
国
人
の
国
衆
化

龍
造
寺
氏
は
肥
前
国
佐
賀
郡
東
郷
龍
造
寺
を
本
拠
と
し
た
武
家
領
主
で
あ
り
、

佐
賀
郡
を
主
な
活
動
拠
点
と
す
る
肥
前
東
部
の
有
力
武
家
で
あ
っ
た
。

戦
国
期
の
龍
造
寺
氏
は
惣
領
家
村
中
龍
造
寺
氏
が
中
心
と
な
り
惣
庶
家
が
「
寄

合
」
を
結
ん
で
い
た （

�）。
そ
の
中
で
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
三
月
に
庶
家
水
ヶ

江
龍
造
寺
氏
の
龍
造
寺
胤
信
が
村
中
龍
造
寺
氏
当
主
胤
栄
の
死
去
に
よ
り
惣
領
家

の
家
督
を
継
承
し
た
。
胤
信
は
天
文
十
九
年
に
大
内
義
隆
の
官
途
推
挙
、
偏
諱
授

与 （

�）を
経
て
山
城
守
隆
信
と
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。

隆
信
は
、
天
文
二
十
三
年
に
は
家
臣
に
所
領
を
安
堵
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る （

�）。
こ
れ
が
龍
造
寺
氏
の
所
領
安
堵
の
初
見
で
あ
る
。
な
お
、
天
文
末
か
ら
永

禄
に
か
け
て
肥
前
国
松
浦
郡
の
波
多
氏
や
杵
島
郡
の
平
井
氏
な
ど
と
い
っ
た
近
隣

の
武
家
も
、
配
下
の
者
に
対
し
て
所
領
を
安
堵
し
て
い
る （

�）が
、
龍
造
寺
氏
以
外
の

武
家
が
所
領
を
安
堵
し
た
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
一
・
二
点
程
度
で
ほ
と
ん
ど
残
存
し

て
お
ら
ず
、
一
円
的
に
「
領
」
を
形
成
で
き
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る （

�）。
た
だ
し
、

彼
ら
が
配
下
の
者
の
所
領
の
安
堵
を
行
い
、
家
中
の
形
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は

確
認
で
き
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
多
く
が
判
物
を
発
給
し
て
お
り
、
地
域
の
者
た
ち

か
ら
「
公
権
力
」
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た （

�）。
そ
れ
ら
を
も
っ
て
当
該
期
（
一
五

五
〇
・
六
〇
年
代
）
に
肥
前
国
の
有
力
な
武
家
（
波
多
・
平
井
・
後
藤
氏
等
）
が

国
衆
化
（
戦
国
領
主
化
）
し
て
い
る
と
見
做
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
頃
か
ら
肥
前
国
人
・
国
衆
同
士
の
起
請
文
が
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。隆
信
宛
の
起
請
文
の
初
出
は
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
で
、
肥
前
国
と
の
国
境

に
近
い
筑
前
国
早
良
郡
曲
淵
の
領
主
で
あ
る
曲
淵
房
助
が
起
請
し
た
も
の
で
あ
る （

	）。

そ
の
中
で
房
助
は
隆
信
の
言
う
こ
と
を
事
細
か
に
承
り
、
懇
意
に
す
る
こ
と
を
起

請
し
て
い
る
。

同
年
（
永
禄
元
年
）
、
隆
信
は
少
弐
氏
の
傘
下
国
人
だ
っ
た
江
上
武
種
・
神
代

勝
利
と
河
上
神
社
に
願
文
を
出
し
同
盟
を
結
ぶ （


）。
こ
の
時
、
三
氏
は
協
力
し
て
肥

前
の
平
穏
を
図
る
よ
う
祈
願
し
て
お
り
、
三
氏
は
同
格
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

翌
年
、
隆
信
は
、
少
弐
冬
尚
・
千
葉
胤
連
兄
弟
を
滅
ぼ
し
、
永
禄
六
年
（
一
五
六

三
）
に
は
、
肥
前
国
西
部
に
お
い
て
戦
国
大
名
権
力
に
成
長
し
て
い
た
有
馬
義
貞

を
丹
坂
峠
で
破
り
、
有
馬
氏
領
国
を
崩
壊
さ
せ
て
い
る （

�）。

永
禄
年
間
前
後
に
お
い
て
肥
前
の
国
人
・
国
衆
、
ひ
い
て
は
北
部
九
州
の
国
衆

た
ち
は
、
自
身
の
家
中
に
対
し
て
奉
公
を
求
め
る
際
や
、
相
互
に
盟
約
を
結
ぶ
際

に
、
起
請
文
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
少
弐
氏
や
大
内
氏
、
大
友
氏

戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について
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表一 龍造寺氏権力宛て起請文一覧（弘治四年～天正六年十月）



な
ど
肥
前
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
大
名
権

力
た
ち
は
、
肥
前
国
人
・
国
衆
に
対
し
て

起
請
文
を
ほ
と
ん
ど
発
給
し
て
お
ら
ず
、

所
領
安
堵
を
国
衆
に
対
す
る
支
配
の
根
幹

と
し
て
い
る
。
大
名
権
力
は
室
町
期
に
守

護
が
行
使
し
た
所
領
安
堵
等
の
い
わ
ゆ
る

「
守
護
公
権
」
に
基
づ
い
た
支
配
を
行
お

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
国
人
・
国
衆
た
ち
は
、
地
域
社

会
に
お
い
て
相
互
に
関
係
を
構
築
す
る
際

に
起
請
文
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
彼
ら
国
衆
が
、
明
確
な
上
下
差
が

な
く
本
質
的
に
同
列
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

由
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
衆
化
し
自
立
性

が
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
名
権
力
の
仲

介
よ
り
も
国
衆
同
士
が
直
接
関
係
を
構
築

す
る
こ
と
が
地
域
社
会
で
重
要
と
な
っ
た

こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
、
国
衆
出
身
の

龍
造
寺
氏
は
起
請
文
を
活
用
し
て
権
力
を

形
成
し
て
、
既
存
の
大
名
権
力
と
は
異
な

る
戦
国
大
名
権
力
に
成
長
す
る
こ
と
と
な
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る
。

第
二
節

龍
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
化

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
、
龍
造
寺
隆
信
は
佐
賀
郡
今
山
に
て
大
友
八
郎
方
を

打
ち
破
り
（
今
山
合
戦
）
、
こ
の
勝
利
を
も
っ
て
龍
造
寺
氏
は
戦
国
大
名
化
を
遂

げ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
堀
本
一
繁
氏
は
こ
う
し
た
通
説
に
疑

問
を
呈
し （

�）、
今
山
合
戦
の
後
に
、
大
友
宗
麟
が
、
「
裁
判
」
の
地
の
知
行
を
認
め

る
代
わ
り
に
隆
信
が
忠
義
を
尽
く
す
よ
う
に
命
じ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り （

�）、
む

し
ろ
大
友
氏
が
こ
の
戦
い
に
全
体
的
に
勝
利
を
収
め
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
肥
前

国
に
お
け
る
大
友
氏
の
支
配
の
終
了
と
龍
造
寺
氏
の
戦
国
大
名
化
は
天
正
六
年

（
一
五
七
八
）
の
大
友
氏
の
耳
川
で
の
敗
戦
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

元
亀
元
年
時
点
で
、
龍
造
寺
氏
が
大
友
氏
傘
下
の
国
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
と
す

る
堀
本
氏
の
理
解
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
以
降
、
龍
造
寺
氏
は
同
じ
大
友

氏
配
下
の
肥
前
国
国
衆
と
戦
っ
て
、
そ
れ
を
撃
破
し
た
り
、
盟
約
を
結
ぶ
行
為
を

繰
り
返
す
。
そ
れ
に
対
し
、
肥
前
国
守
護
で
あ
る
は
ず
の
大
友
氏
は
、
龍
造
寺
氏

の
勢
力
拡
大
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
る
。

表
一
は
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
か
ら
天
正
六
年
ま
で
、
龍
造
寺
氏
権
力
が
宛

先
と
な
っ
た
起
請
文
の
一
覧
で
あ
る
。
肥
前
国
衆
で
は
、
江
上
・
後
藤
・
西
郷
・

平
戸
松
浦
・
相
神
浦
松
浦
・
大
村
・
小
田
・
神
代
・
草
野
・
山
代
氏
（
順
不
同
）

が
龍
造
寺
氏
、
あ
る
い
は
そ
の
家
中
に
対
し
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
同
じ
時
期
、
他
国
の
国
衆
た
ち
も
龍
造
寺
氏
に
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る

が
、
そ
の
多
く
は
豊
前
（
大
友
宗
麟
）
と
の
間
を
取
り
持
つ
こ
と
を
起
請
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
、
起
請
文
が
多
く
取
り
交
わ
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

き
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、
全
貌
を
解
明
し
た
研
究
は
な
い
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
肥
前
国
衆
た
ち
の
提
出
し
た
起
請
文
の
内
容
は
一
律
で
は
な
く
、

き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
以
下
、
龍
造
寺
氏
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
事
例
を
見

て
み
よ
う
。

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
、
隆
信
は
次
男
の
鶴
法
師
に
神
埼
郡
の
国
衆
江
上
氏

を
相
続
さ
せ
る
（
後
の
江
上
家
種
）
。
そ
の
際
、
隆
信
は
江
上
氏
の
当
時
の
当
主

で
あ
る
江
上
武
種
と
江
上
氏
家
中
に
対
し
て
、
龍
造
寺
隆
信
・
鶴
法
師
宛
て
に
起

請
文
を
提
出
さ
せ
て
い
る （

�）。
そ
の
内
容
は
、
武
種
に
も
し
実
子
が
生
ま
れ
て
も
江

上
氏
の
惣
領
職
を
継
が
せ
な
い
こ
と
や
、
合
戦
の
際
は
武
種
・
家
中
の
妻
子
を
佐
賀

（
隆
信
の
本
拠
）
に
人
質
と
し
て
送
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
養
子
縁
組
が
龍

造
寺
氏
優
位
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
、
隆
信
は
波
多
鎮
・
原
田
親
種
と
共
に
草
野
鎮
永
を

攻
め
た
。
大
友
氏
は
、
筑
前
原
田
氏
・
松
浦
親
子
・
後
藤
氏
な
ど
に
鎮
永
を
扶
助

さ
せ
よ
う
と
し
た
が
失
敗
に
お
わ
っ
た
。
翌
年
、
鎮
永
は
、
隆
信
に
対
し
人
質
を

出
す
起
請
文
を
提
出
し
臣
従
す
る
こ
と
と
な
る （

�）。
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
鎮

永
は
、
鍋
島
信
昌
（
直
茂
）
の
甥
愛
菊
を
養
子
に
し
、
隆
信
は
草
野
家
中
か
ら
愛

菊
に
宛
て
た
起
請
文
を
提
出
さ
せ
る （

�）。
そ
の
中
で
は
愛
菊
に
奉
公
す
る
こ
と
に
加

え
て
、
鎮
永
が
隆
信
・
鎮
賢
親
子
に
逆
心
し
た
際
に
は
、
加
判
衆
（
家
中
の
有
力

者
）
が
異
見
を
加
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
鎮
永
を
放
逐
し
、
愛
菊
を
守
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
草
野
家
中
は
、
当
主
で
あ
る
は
ず
の
鎮
永
よ
り
も
隆
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信
親
子
へ
の
忠
誠
を
優
先
さ
せ
て
お
り
、
草
野
氏
家
中
内
に
お
い
て
龍
造
寺
氏
の

支
配
が
強
化
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

同
じ
く
天
正
二
年
、
隆
信
は
後
藤
貴
明
と
起
請
文
を
交
わ
し
盟
を
結
ん
だ （

�）。

再
拝
々
々
敬
白
天
罰
起
請
文

一
、
対
二 貴
明
一 、
為
二 龍
造
寺
隆
信
同
鎮
賢
一 、
当
末
、
不
レ 可

レ 有
二 疎
意
一 之

事
、

一
、
今
度
、
一
稜
令
二 与
力
一 、
貴
明
江
可
レ 顕

二 入
魂
一 之
事
、

一
、
如
レ 此
申
承
上
者
、
自
今
以
後
、
難
題
申
入
間
敷
之
事
、

右
条
々
於
二 相
違
一 者
、

（
略
神
文
）

天
正
貳
年
七
月
十
日

藤
原
隆
信
（
花
押
）

同
鎮
賢
（
花
押
）

後
藤
伯
耆
守
殿

そ
の
内
容
は
、
龍
造
寺
隆
信
・
鎮
賢
親
子
か
ら
後
藤
貴
明
に
対
し
、
「
疎
意
が

な
く
」「
与
力
」「
入
魂
」
を
起
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
龍
造
寺
氏
と

後
藤
氏
が
上
下
関
係
に
な
く
、
あ
く
ま
で
対
等
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
入
る
と
、
再
び
龍
造
寺
氏
と
対
立
し
た
後
藤
貴
明

が
、
先
非
を
悔
い
人
質
を
出
し
た
た
め
、
隆
信
は
三
男
家
信
を
貴
明
の
養
子
に
入

れ
る
。
こ
こ
で
龍
造
寺
隆
信
親
子
が
、
貴
明
に
起
請
文
を
提
出
す
る （

�）。

再
拝
々
々
敬
白
天
罰
起
請
文

右
意
趣
者
、
今
度
、
改
二 先
非
一 、
為
二 質
人
一 、
御
料
人
被
レ 懸

二 御
意
一 上
者
、

為
二
隆
信
鎮
賢

一
、
対

二
後
藤
弥
次
郎
殿
同
貴
明

一
、
當
末
、
邪
儀
表
裏
不

レ
可

レ
有
レ
之
事
、
付
、
領
地
之
儀
、
無
沙
汰
有
間
敷
事
、
若
於
二
御
相
違
一
者
、

御
神
文
不
レ 可

レ 有
二 其
実

一 事
、
右
之
条
、
於
二 違
犯
一 者
、

（
略
神
文
）天
正
五
年
二
月
三
日

龍
造
寺
山
城
守
隆
信
（
花
押
）

同
民
部
大
輔
鎮
賢
（
花
押
）

後
藤
弥
次
郎
殿

同
貴
明

参

こ
こ
で
は
、
後
藤
親
子
は
先
非
を
改
め
、
人
質
と
し
て
御
料
人
を
提
出
し
、
領

地
を
認
め
て
も
ら
う
な
ど
し
て
お
り
、
後
藤
氏
は
龍
造
寺
氏
の
下
位
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
後
藤
氏
家
中
は
、
家
信
に
起
請
文
を
提
出
し
、
そ
の
中
で
家
信
へ
の
奉

公
と
貴
明
親
子
に
対
し
て
寝
返
り
を
し
な
い
事
を
起
請
し
て
い
る
。
こ
れ
は
家
信

が
家
中
を
支
配
す
る
こ
と
で
貴
明
親
子
の
後
藤
家
家
中
内
で
の
実
権
を
奪
う
こ
と
を

意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
龍
造
寺
氏
庶
流
や
鍋
島
氏
庶
流
な
ど
龍
造
寺

氏
の
家
臣
団
の
一
部
が
家
信
と
共
に
後
藤
氏
家
中
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る （

�）。
こ
れ
を
も
っ
て
、
後
藤
氏
は
龍
造
寺
氏
の
傘
下
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
藤
氏
と
龍
造
寺
氏
と
の
関
係
が
変
化
す
る
節
目
ご
と
に
、
内

容
を
異
に
す
る
起
請
文
が
出
さ
れ
て
お
り
、
起
請
文
の
内
容
を
時
代
を
追
っ
て
詳

細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
龍
造
寺
氏
と
国
衆
・
家
臣
と
の
関
係
の
変
化
が
詳
細
に

わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
隆
信
は
天
正
五
年
、
諫
早
の
西
郷
氏
を
攻
撃
し
、
西
郷
一
門
十
六
名
に

起
請
文
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
西
郷
豊
一
丸
（
西
郷
氏
の
惣
領
で
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後
の
信
尚
）
と
隆
信
親
子
が
話
し
合
っ
た
た
め
、
そ
の
内
容
に
異
議
を
唱
え
な
い

こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
行
し
て
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
西
郷
宗
甫
・

西
郷
純
綱
、
永
禄
十
年
に
西
郷
純
尭
が
隆
信
と
起
請
文
を
交
わ
し
、
互
い
に
相
談

す
る
と
し
て
い
た
。
天
正
五
年
の
起
請
文
は
、
内
容
は
こ
れ
ら
と
あ
ま
り
変
わ
ら

な
い
が
、
家
中
の
有
力
者
の
多
く
が
隆
信
親
子
に
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
龍
造
寺
氏
と
西
郷
氏
家
中
が
新
た
に
直
接
関
係
を
構
築
し
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
隆
信
親
子
が
も
し
豊
一
丸
に
対
し
異
議
が
あ
る
際
は
、
一
門
は
豊
一
丸

に
従
い
、
隆
信
親
子
に
逆
ら
う
こ
と
も
起
請
し
て
お
り
、
龍
造
寺
氏
の
西
郷
氏
家

中
に
お
け
る
影
響
力
は
後
藤
氏
等
と
比
べ
る
と
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

隆
信
は
、
天
正
六
年
に
は
大
村
純
忠
（
理
専
）
と
も
和
睦
し
、
起
請
文
を
提
出

さ
せ
て
い
る （

�）。
そ
の
提
出
先
は
鍋
島
信
昌
で
あ
り
「
信
昌
」
と
二
字
書
で
書
か
れ

て
い
る
。
丸
島
和
洋
氏
は
二
字
書
と
は
相
手
の
実
名
を
宛
書
に
記
す
こ
と
で
あ
り
、

目
上
に
対
す
る
書
札
例
で
あ
る
と
し
て
い
る （

�）。
そ
れ
に
従
う
な
ら
ば
純
忠
は
龍
造

寺
氏
家
中
の
人
間
で
あ
る
鍋
島
信
昌
に
対
し
て
二
字
書
を
用
い
て
お
り
、
龍
造
寺

権
力
に
相
当
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
も
人
質
を
提
出

し
、
召
し
出
し
の
際
に
は
従
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

龍
造
寺
氏
と
起
請
文
を
交
わ
し
た
勢
力
は
肥
前
国
の
内
、
基
肄
郡
・
養
父
郡
・

高
来
郡
以
外
の
大
部
分
に
及
び
、
多
く
の
者
が
人
質
を
提
出
し
て
い
る
。「
国
衆
」

論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
「
戦
国
大
名
」
は
「
国
衆
」
を
支
配
す
る
一
方
、
ほ
か
の

権
力
に
従
属
せ
ず
政
治
・
外
交
・
軍
事
行
動
を
独
自
の
判
断
で
行
う
も
の
と
規
定

さ
れ
る （

�）。

こ
れ
に
加
え
て
天
正
四
年
に
は
、
隆
信
は
三
根
郡
の
名
刹
光
浄
寺
に
対
し
て
禁

制
を
発
給
し
て
い
る （

�）。
そ
の
中
で
は
、
軍
勢
の
乱
暴
狼
藉
等
を
禁
止
す
る
と
共
に
、

国
並
郡
並
段
銭
諸
役
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
龍
造
寺
氏
は
実
際
に
は
肥
前

一
国
を
支
配
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
隆
信
が
肥
前
国
を
支
配
し
て
、
国

並
の
役
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
識
の
存
在
が
見
て
取
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
大
友
氏
の
耳
川
で
の
敗
戦
（
天
正
六
年
）
よ
り
前
の
元

亀
末
か
ら
天
正
初
期
に
か
け
て
、
す
で
に
龍
造
寺
氏
は
大
友
氏
の
意
図
に
反
し
独

自
に
軍
事
行
動
を
お
こ
な
い
、
江
上
氏
・
後
藤
氏
・
草
野
氏
・
大
村
氏
等
を
傘
下

に
収
め
、
肥
前
一
国
を
支
配
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

当
該
期
に
龍
造
寺
氏
が
戦
国
大
名
化
を
果
た
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
龍
造
寺
氏
と
起
請
文
を
交
わ
し
た
国
衆
が
全
て
龍
造
寺
氏
の
傘
下
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
両
松
浦
氏
や
山
代
氏
、
筑
前
国
の
原
田
氏
が
隆
信
に
宛
て
て

提
出
し
た
起
請
文
の
内
容
は
、
従
属
関
係
と
い
う
よ
り
は
対
等
に
近
い
関
係
性
で

あ
り
、
龍
造
寺
氏
の
傘
下
に
入
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
の
「
領
」

や
「
家
中
」
に
対
し
て
は
龍
造
寺
氏
は
権
力
を
行
使
し
え
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
龍
造
寺
氏
は
さ
ま
ざ
ま
な
武
家
と
起
請
文
を
交
わ

し
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
肥
前
国
の
内
の
大
部
分
（
基
肄
郡
・
養
父
郡
・
高
来
郡

以
外
）
に
及
び
、
国
衆
を
従
属
さ
せ
た
り
、
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
り
し
た
。
こ
う

し
て
龍
造
寺
氏
が
戦
国
大
名
と
し
て
、
多
く
の
国
衆
た
ち
の
上
位
に
立
っ
た
こ
と

が
起
請
文
の
内
容
か
ら
判
明
し
た
。
と
こ
ろ
で
傘
下
の
国
衆
も
実
際
の
関
係
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
龍
造
寺
一
門
を
養
子
に
入
れ
、
そ
の
者
に
忠
誠
を
誓
わ
す
例
も

あ
れ
ば
、
人
質
を
提
出
す
る
の
み
の
事
例
も
存
在
す
る
。
龍
造
寺
氏
宛
て
の
起
請
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文
は
各
国
衆
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
く
隆
信
の
子
を
養
子

に
入
れ
た
江
上
氏
と
後
藤
氏
の
間
に
も
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
関
係

の
取
り
結
び
か
た
が
、
起
請
文
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

大
友
氏
と
肥
前
国
衆
の
関
係

で
は
一
方
で
大
友
氏
と
肥
前
国
衆
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

大
友
義
鎮
（
宗
麟
）
が
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
に
京
都
雑
掌
に
送
っ
た

書
状
の
中
で
は
肥
前
国
に
つ
い
て
、
①
少
弐
氏
が
存
在
し
た
時
も
大
友
氏
が
裁
定

を
加
え
て
い
た
が
、
近
年
少
弐
氏
が
「
闕
怠
」
し
た
の
で
国
の
者
共
が
一
味
同
心

し
義
鎮
の
下
知
を
懇
望
し
て
い
る
。
②
肥
前
国
は
す
で
に
「
無
主
」
で
あ
り
、
先

代
（
義
鑑
）
の
頃
か
ら
大
友
氏
は
肥
前
国
と
関
わ
り
が
あ
る
）
と
言
っ
て
、
将
軍

の
近
臣
大
館
晴
光
（
常
興
の
子
）
に
、
義
鎮
が
肥
前
国
守
護
職
へ
任
命
さ
れ
る
よ

う
に
申
請
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る （

�）。

こ
の
書
状
の
内
容
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
。
当
時
、
少
弐

氏
は
未
だ
勢
力
と
し
て
残
存
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
以
前
に
戦
国
期
で
大
友
氏

が
肥
前
国
衆
に
対
し
て
発
給
し
た
命
令
文
書
は
、
龍
造
寺
氏
に
対
す
る
文
書
し
か

な
く
、
そ
れ
も
筑
後
国
の
所
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
り （

�）、
筑
後
国
守
護
と
し
て
発

給
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
局
、
天
文
二
十
四
年
、
大
友
義
鎮
は
幕
府
か

ら
肥
前
国
守
護
職
を
獲
得
し
、
肥
前
国
に
本
格
的
に
進
出
す
る
。
そ
の
結
果
、
義

鎮
は
横
岳
氏
や
筑
紫
氏
・
小
田
氏
・
江
上
氏
・
後
藤
氏
と
い
っ
た
少
弐
氏
の
一
門

や
そ
の
被
官
だ
っ
た
氏
族
に
対
し
て
、
少
弐
氏
が
滅
亡
す
る
以
前
か
ら
所
領
安
堵
・

訴
訟
解
決
を
お
こ
な
い
、
防
戦
の
命
を
出
す
な
ど
し
て
い
る
。

大
友
氏
は
、
権
力
中
枢
を
構
成
す
る
「
年
寄
（
加
判
衆
）
」
を
、
国
単
位
に
地

域
を
担
当
す
る
「
方
分
」
に
任
じ
、
彼
ら
に
国
衆
の
取
次
を
さ
せ
て
い
た
。
こ
う

し
た
方
式
は
肥
前
国
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
大
友
氏
は
肥
前
国
を
、
本

国
豊
後
国
を
除
く
他
の
領
国
と
同
じ
よ
う
に
支
配
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

肥
前
国
で
大
友
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
基
肄
郡
・
養
父
郡

（
筑
紫
氏
）
神
埼
郡
（
小
田
氏
）
・
三
根
郡
（
横
岳
氏
）
・
杵
島
郡
（
平
井
氏
・
後

藤
氏
）
・
松
浦
郡
（
鶴
田
氏
・
松
浦
氏
）
に
お
よ
ぶ
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
史
料
か

ら
確
認
で
き
る
。
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
は
、
彼
ら
が
肥
前
国
小
城
へ
出
陣

し
た
こ
と
に
対
し
て
「
忠
貞
」
を
褒
め
て
お
り
、
彼
ら
の
被
官
化
を
進
め
て
い
る

様
子
が
見
て
と
れ
る （

�）。
ま
た
、
龍
造
寺
隆
信
自
身
も
大
友
氏
か
ら
小
城
・
佐
賀
・

神
埼
・
三
根
四
郡
の
所
領
安
堵
を
受
け
て
お
り （

�）、
少
な
く
と
も
東
肥
前
一
帯
は
、

一
応
大
友
氏
の
支
配
下
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

近
年
の
研
究
で
は
、
大
友
氏
の
肥
前
国
支
配
を
本
国
豊
後
国
の
支
配
と
比
較
し

て
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
過
小
評
価
す
る
き
ら
い
が
あ
る （

�）。
し
か
し
、
大
友
氏
以

前
に
肥
前
国
の
支
配
権
力
で
あ
っ
た
少
弐
氏
は
、
一
門
以
外
の
国
衆
に
所
領
安
堵

状
を
発
し
た
事
例
は
管
見
の
限
り
な
い
。
そ
れ
は
、
史
料
上
で
少
弐
氏
の
被
官
と

さ
れ
て
い
る
波
多
氏
・
有
馬
氏
・
後
藤
氏
・
深
堀
氏
・
龍
造
寺
氏
等
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
大
友
氏
の
肥
前
国
へ
の
関
与
の
度
合
い
は
強
く
、

他
の
領
国
と
同
じ
よ
う
に
国
衆
の
支
配
強
化
を
目
論
ん
で
い
る
。
大
友
氏
の
支
配

は
、
少
な
く
と
も
肥
前
国
衆
の
目
線
か
ら
見
れ
ば
、
威
圧
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について
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い
え
よ
う
。

龍
造
寺
氏
も
、
大
友
氏
も
、
ど
ち
ら
も
戦
国
大
名
と
し
て
肥
前
国
衆
と
関
係
を

取
り
結
ぼ
う
と
し
た
が
、
龍
造
寺
氏
は
起
請
文
を
交
わ
す
方
法
が
主
で
あ
り
、
明

確
な
上
下
関
係
は
な
く
、
「
忠
貞
」
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
龍
造
寺
氏

の
支
配
編
成
は
、
起
請
文
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
そ
れ
は
大
友
氏
の
よ
う
な
一
般
的

な
戦
国
大
名
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

小
括

一
五
四
〇
年
代
以
降
、
龍
造
寺
氏
を
始
め
と
し
た
肥
前
の
武
家
は
、
在
地
の
土

豪
の
所
領
を
安
堵
し
、
彼
ら
か
ら
「
公
権
力
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
家
中

を
形
成
す
る
こ
と
で
国
衆
と
し
て
成
長
し
て
い
く
。

少
弐
氏
や
大
友
氏
な
ど
が
「
守
護
公
権
」
に
基
づ
い
た
支
配
を
行
っ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
肥
前
の
国
人
・
国
衆
た
ち
は
起
請
文
を
用
い
て
各
々
の
関
係
性
を
規

定
し
、
ま
た
家
臣
に
は
奉
公
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
大
名
権
力
の
支
配

よ
り
も
自
立
性
の
強
い
国
衆
同
士
が
直
接
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
で
地
域
社
会
の

秩
序
を
構
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
起
請
文
に
よ
る

結
び
つ
き
を
利
用
し
な
が
ら
龍
造
寺
氏
は
戦
国
大
名
化
を
果
た
し
て
い
く
。

龍
造
寺
隆
信
は
少
弐
氏
を
滅
亡
さ
せ
た
後
、
大
友
氏
に
対
し
て
面
従
腹
背
し
、

同
じ
大
友
氏
配
下
で
あ
る
肥
前
国
の
国
衆
を
滅
亡
さ
せ
た
り
、
盟
約
を
求
め
た
り

し
た
。
特
に
江
上
・
後
藤
両
氏
に
対
し
て
は
、
当
主
を
隠
居
さ
せ
て
龍
造
寺
氏
一

門
を
養
子
に
入
れ
て
乗
っ
取
っ
た
。
家
中
の
者
に
も
龍
造
寺
氏
一
門
に
対
す
る
奉

公
を
起
請
さ
せ
る
と
と
も
に
前
当
主
や
そ
の
実
子
へ
の
寝
返
り
を
禁
止
し
、
隆
信

親
子
に
対
し
て
逆
心
し
て
い
る
な
ら
ば
前
当
主
で
あ
っ
て
も
放
逐
す
る
と
誓
わ
せ

る
な
ど
強
い
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
て
龍
造
寺
氏
は
戦
国
大
名
化
を
果
た
し
た
。
そ
れ
は
、
起
請
文
の
具
体

的
な
内
容
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
衆
と
一
つ
一
つ
異
な
る

関
係
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
後
藤
氏
・
江
上
氏
と
い
っ

た
龍
造
寺
氏
一
門
を
養
子
に
送
っ
た
氏
族
以
外
と
交
わ
し
た
起
請
文
で
は
、
「
心

疎
な
く
申
し
談
ず
る
」
「
貴
家
と
此
の
方
の
間
で
互
い
に
そ
の
実
否
を
糺
す
」
と

い
っ
た
も
の
が
多
く
、
従
属
関
係
と
い
う
よ
り
は
対
等
に
近
い
関
係
性
を
示
す
。

一
方
で
、
龍
造
寺
氏
が
国
衆
の
家
中
と
起
請
文
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
龍
造

寺
氏
が
国
衆
の
家
中
に
ま
で
直
接
、
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
龍
造
寺
氏
の
方
法
は
、
同
じ
く
肥
前
国
の
国
衆
を
支
配
し
よ
う
と
し

た
大
友
氏
が
、
国
衆
の
働
き
に
対
し
て
「
忠
貞
」
を
褒
め
た
り
、
「
忠
節
」
を
誓

わ
せ
る
な
ど
、
一
般
的
な
主
従
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

起
請
文
を
多
用
し
、
国
衆
た
ち
と
別
々
の
契
約
を
交
わ
す
龍
造
寺
氏
は
、
大
友
氏

を
は
じ
め
と
す
る
既
存
の
大
名
と
は
か
な
り
性
格
の
異
な
る
戦
国
大
名
権
力
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

第
二
章

戦
国
大
名
龍
造
寺
氏
と
国
衆
と
の
関
係

第
一
節

龍
造
寺
氏
の
肥
前
国
衆
支
配

天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
十
一
月
、
大
友
氏
は
日
向
国
耳
川
に
お
い
て
、
島
津

西 森 駿 汰

109

一
〇
二



氏
に
大
敗
す
る
（
耳
川
の
戦
い
）
。
そ
の
結
果
、
大
友
氏
権
力
は
弱
体
化
し
た （

�）。

こ
の
前
年
、
龍
造
寺
氏
は
、
大
友
氏
に
与
同
す
る
有
馬
氏
の
攻
撃
に
失
敗
し
た
が
、

大
友
氏
に
宥
免
さ
れ
て
い
た （

�）。
し
か
し
、
耳
川
合
戦
の
結
果
を
受
け
て
龍
造
寺
隆

信
は
、
大
友
氏
が
領
有
す
る
筑
後
国
に
進
出
し
た
。
こ
れ
に
蒲
池
鎮
並
・
田
尻
鎮

種
ら
筑
後
国
衆
ら
が
同
心
し
、
筑
後
国
は
龍
造
寺
氏
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
と
な

る
。
こ
れ
を
も
っ
て
九
州
は
龍
造
寺
・
大
友
・
島
津
の
三
氏
鼎
立
状
態
に
入
る
こ

と
と
な
っ
た （

�）。

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
六
月
に
は
有
馬
鎮
純
（
後
の
鎮
貴
・
晴
信
）
が
、
隆

信
の
嫡
子
鎮
賢
（
後
の
政
家
）
に
起
請
文
を
提
出
す
る （

�）。

再
拝
々
々
敬
白
起
請
文
事

一
、
世
上
如
何
躰
雖

レ
為
二
転
変
一
、
対
二
龍
造
寺
鎮
賢
一
、
為

二
有
馬
鎮
純

一
尽

未
来
際
、
不
レ 可

レ 企
二 悪
行
一 事
、

一
、
鎮
賢
御
隔
心
之
至
二 方
角
一 、
向
後
不
レ 可

レ 有
二 同
心
一 事
、

一
、
至
二
豊
州
一
、
鎮
純
身
命
之
限
可
レ
為
二
隔
心
一
事
、
付
、
万
一
鎮
純
為
二
家

来
之
者
共
一 、
至
二 佐
賀
一 隔
心
可
レ 然
之
由
雖
二 申
出
候
一 、
聊
無
二 同
心
一 、

鎮
以
二 内
談
一 可

レ 加
二 成
敗
一 事
、

右
条
々
於
レ 令

二 相
違
一 者

（
神
文
略
）

仍
起
請
文
如
レ 件
、

天
正
七
年
己
卯
六
月
吉
日

有
馬
十
郎
藤
原
鎮
純
（
花
押
）

龍
造
寺
鎮
賢

参

こ
こ
で
、
龍
造
寺
氏
に
対
し
て
一
貫
し
て
敵
対
的
で
あ
っ
た
有
馬
氏
が
、
事
実

上
、
龍
造
寺
氏
と
同
盟
関
係
に
入
っ
た
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

ま
た
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
は
、
龍
造
寺
久
家
（
政
家
）

（

�）

が
三
根
郡
の

横
岳
氏
に
久
家
の
「
家
」
の
偏
諱
を
与
え
て
、
家
実
と
名
乗
ら
せ
て
い
る （

�）。
少
な

く
と
も
こ
の
頃
に
は
、
肥
前
国
内
で
大
友
氏
に
従
い
、
龍
造
寺
氏
に
敵
対
す
る
勢

力
は
い
な
く
な
り
、
龍
造
寺
氏
が
肥
前
国
を
『
統
一
』
し
た
。
た
だ
、
右
の
起
請

文
で
は
「
対

二 龍
造
寺
鎮
賢

一 、
為
二 有
馬
鎮
純

一 尽
未
来
際
、
不

レ 可
レ 企

二 悪
行

一 事
」

「
鎮
賢
御
隔
心
至
二
方
角
一
、
向
後
不
レ
可
レ
有
二
同
心
一
事
」
と
あ
っ
て
、
有
馬
鎮
純

は
あ
く
ま
で
鎮
賢
（
政
家
）
に
敵
対
し
な
い
こ
と
を
起
請
し
た
の
み
で
あ
り
、
そ

の
傘
下
に
入
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

表
一
に
見
え
る
よ
う
に
、
天
正
六
年
十
一
月
ま
で
に
龍
造
寺
氏
に
起
請
文
を
提

出
し
た
肥
前
国
衆
は
、
西
郷
純
堯
・
西
郷
一
門
（
西
郷
氏
）
・
神
代
長
良
（
神
代

氏
）
・
江
上
武
種
（
江
上
氏
）
・
松
浦
鎮
信
・
道
可
（
隆
信
）
（
平
戸
松
浦
氏
）
・

松
浦
盛
（
相
神
浦
松
浦
氏
）
・
草
野
鎮
永
（
草
野
氏
）
・
大
村
理
専
（
純
忠
）
（
大

村
氏
）・
小
田
増
光
（
小
田
氏
）・
山
代
虎
王
丸
（
山
代
氏
）・（
後
藤
貴
明
（
後
藤

氏
）
）

（

�）

の
十
氏

族
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
造
寺
氏
に

人
質
を
提
出
し
た
氏

族
は
神

代
氏
・
江
上
氏
・
草
野
氏
・
大
村
氏
・
小
田
氏
・
後
藤
氏
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

肥
前
国
衆
た
ち
の
内
で
も
龍
造
寺
氏
に
人
質
を
提
出
す
る
も
の
と
、
起
請
文
を
提

出
す
る
の
み
で
人
質
を
提
出
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
『
隆
信
公
幕
下
着
到
』 （

	）は
、
当
該
期
の
龍
造
寺
氏

が
軍
事
動
員
で
き
る
傘
下
の
武
家
を
網
羅
し
た
一
覧
で
あ
る
。
そ
の
「
国
侍
」
の

項
に
は
後
藤
氏
・
江
上
氏
・
大
村
氏
・
波
多
氏
・
松
浦
氏
・
横
岳
氏
と
い
っ
た
肥
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前
国
衆
た
ち
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
有
馬
氏
の
名
は
み
え
な
い
。
こ
れ
は
有
馬

氏
が
、
龍
造
寺
氏
の
軍
事
的
な
指
揮
下
に
入
る
責
務
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
有
馬
氏
は
他
の
肥
前
国
衆
た
ち
と
は
異
な
り
、
戦
国
大
名

龍
造
寺
氏
権
力
の
外
部
に
存
在
し
、
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
龍
造
寺

氏
が
起
請
文
を
も
と
に
「
支
配
」
し
た
肥
前
国
衆
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
関

係
は
一
門
を
養
子
に
送
り
込
ま
れ
る
も
の
・
人
質
を
提
出
す
る
も
の
、
軍
勢
動
員

を
受
け
る
も
の
、
そ
し
て
盟
約
関
係
に
あ
る
も
の
と
き
わ
め
て
多
様
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

第
二
節

他
国
国
衆
支
配
に
つ
い
て

龍
造
寺
氏
が
九
州
諸
国
に
軍
勢
を
進
出
さ
せ
て
い
っ
た
結
果
、
主
に
天
正
六
年

（
一
五
七
八
）
か
ら
十
年
（
一
五
八
二
）
の
間
に
、
九
州
各
地
の
国
衆
か
ら
龍
造

寺
氏
に
対
し
て
多
く
の
起
請
文
が
提
出
さ
れ
た
。
龍
造
寺
氏
関
係
者
が
受
給
し
た

起
請
文
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
肥
前
国
以
外
に
筑
後
国
・
肥
後
国
・
筑
前
国
・
豊
前
国
の
国

衆
た
ち
か
ら
龍
造
寺
隆
信
（
あ
る
い
は
そ
の
子
の
鎮
賢
）
宛
て
に
起
請
文
が
提
出

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
１
）
筑
後
国

筑
後
国
衆
の
内
、
龍
造
寺
氏
に
起
請
文
を
提
出
し
た
の
は
、
蒲
池
鎮
並
（
鎮
漣
）

（
下
蒲
池
氏
）・
蒲
池
鑑
広
（
上
蒲
池
氏
）・
田
尻
宗
達 （

�）・
鑑
種
（
田
尻
氏
）・
三
池

親
基
（
三
池
氏
）
・
豊
饒
鎮
連
（
豊
饒
氏
）
・
黒
木
鎮
泰
・
宗
瀏
（
黒
木
氏
）
・
高

良
山
・
坂
東
寺
の
六
氏
・
二
寺
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
軍
勢
の
馳
走
（
軍
勢
催
促

に
応
じ
る
事
）
を
約
束
し
た
の
は
下
蒲
池
氏
・
田
尻
氏
の
二
氏
の
み
で
あ
る
。
ま

た
、
国
衆
の
領
地
の
保
証
を
龍
造
寺
氏
か
ら
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
も
起
請
し
た

の
は
、
下
蒲
池
・
田
尻
両
氏
と
高
良
山
の
み
で
あ
る
。
三
池
氏
・
上
蒲
池
氏
・
豊

饒
氏
の
三
氏
は
「
入
魂
」
や
、
同
心
・
逆
心
を
企
て
な
い
こ
と
の
み
を
起
請
し
て

い
る
。
黒
木
氏
は
龍
造
寺
氏
に
「
忠
儀
」
を
成
し
、
質
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、

黒
木
氏
は
宛
先
に
「
公
」
を
付
け
て
お
り
、
残
り
の
国
衆
は
実
名
を
記
し
て
い
る
。

宛
先
は
高
良
山
の
み
鍋
島
信
昌
宛
の
も
の
が
存
在
す
る
。

蒲
池
鎮
並
は
天
正
九
年
、「
忠
義
」「
忠
貞
」
を
誓
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の

と
き
龍
造
寺
氏
が
反
逆
を
起
こ
し
た
鎮
並
を
破
り
、
鎮
並
が
降
伏
し
た
際
の
起
請

文
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
反
乱
を
起
こ
し
て
敗
北
す
る
と
、
起
請
文
の
文
言
に

変
化
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
肥
後
国

肥
後
国
の
国
衆
で
は
、
大
津
山
資
冬
（
大
津
山
氏
）・
城
親
賢
（
城
氏
）・
紀
親

祐
（
大
野
氏
）
・
小
代
親
泰
（
小
代
氏
）
・
内
空
閑
鎮
照
（
内
空
閑
氏
）
・
甲
斐
宗

運
他
（
甲
斐
氏
）
・
志
岐
鎮
経
（
志
岐
氏
）
・
赤
星
統
家
（
赤
星
氏
）
・
合
志
親
為

（
合
志
氏
）・
相
良
義
陽
（
相
良
氏
）
・
隈
部
親
泰
（
隈
部
氏
）の
十
一
氏
が
起
請
文

を
提
出
し
て
い
る （

�）。
軍
勢
動
員
の
起
請
は
内
空
閑
氏
・
小
代
氏
・
隈
部
氏
が
行
っ

て
い
る
が
、
龍
造
寺
氏
に
認
め
ら
れ
た
所
領
以
外
を
国
衆
が
所
持
し
な
い
こ
と
に

つ
い
て
起
請
し
て
い
る
の
は
内
空
閑
氏
・
合
志
氏
で
あ
る
。
た
だ
、
隈
部
氏
に
つ

い
て
も
、
龍
造
寺
氏
が
所
領
を
与
え
る
起
請
を
し
て
い
た
表
徴
が
あ
る
。
そ
れ
以

外
の
国
衆
の
起
請
文
で
は
龍
造
寺
氏
に
対
し
「
指
南
」
を
求
め
て
い
る
。
宛
先
の

敬
称
は
、
内
空
閑
氏
が
「
隆
信
公
」、
隈
部
氏
が
「
政
家
老
」、
城
氏
・
合
志
氏
が

西 森 駿 汰

107

一
〇
四



戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について

106

表二 龍造寺氏権力宛て起請文一覧（天正六年十一月～天正十四年七月）

一
〇
五



西 森 駿 汰

105

一
〇
六



戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について

104

一
〇
七



「
龍
造
寺
殿
」
で
あ
り
そ
れ
以
外
は
二
字
書
で
あ
る
。
な
お
、『
上
井
覚
兼
日
記
』

に
は
甲
斐
親
直
（
宗
運
）
が
龍
造
寺
氏
に
人
質
を
出
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る （

�）。

（
３
）
筑
前
国

筑
前
国
で
起
請
文
を
提
出
し
た
国
衆
は
、
筑
紫
鎮
恒
（
広
門
）（
筑
紫
氏
）

（

�）・
原

田
了
栄
・
信
種
（
原
田
氏
）
・
秋
月
種
実
（
秋
月
氏
）
の
三
氏
で
あ
る
。
筑
紫
氏

と
原
田
氏
は
龍
造
寺
氏
に
対
し
人
質
も
提
出
し
て
い
る
。
特
に
原
田
氏
は
、
家
中

の
者
た
ち
も
起
請
文
を
提
出
し
て
お
り
、
居
城
高
祖
城
を
差
し
出
し
、
そ
れ
を
守

ら
な
け
れ
ば
了
栄
を
追
放
す
る
と
す
る
な
ど
、
龍
造
寺
氏
が
原
田
氏
に
対
し
て
強

い
支
配
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
上
井
覚
兼
日
記
』
に
よ
る
と
、

秋
月
種
実
が
度
々
、
龍
造
寺
氏
と
島
津
氏
と
が
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
提
案
し
て
お

り
、
そ
の
仲
介
を
申
し
出
て
い
る （

�）。

（
４
）
豊
前
国

豊
前
国
で
は
、
長
野
統
重
（
長
野
氏
）
が
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
龍
造
寺
親
子
に
対
し
別
儀
が
無
い
こ
と
と
、
密
通
す
る
（
表
向
き
は
大
友

氏
に
付
き
な
が
ら
敵
方
の
情
報
を
報
告
す
る
）
こ
と
を
約
定
し
て
い
る
。
ま
た
宛

先
は
「
龍
造
寺
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。
佐
藤
凌
成
氏
は
、
そ
の
内
容
か
ら
両
者
の

関
係
を
対
等
に
近
い
同
盟
関
係
の
も
と
で
の
軍
事
協
定
と
し
た （

�）。

以
上
、
四
ヶ
国
で
の
起
請
文
の
内
容
を
見
る
と
、
龍
造
寺
氏
に
よ
る
領
地
の
保

証
・
給
与
に
つ
い
て
起
請
し
て
い
る
も
の
は
下
蒲
池
氏
・
田
尻
氏
・
高
良
山
（
筑

後
国
）
・
内
空
閑
氏
・
合
志
氏
・
隈
部
氏
（
肥
後
国
）
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。

龍
造
寺
氏
は
彼
ら
に
対
し
領
地
を
保
証
し
、
そ
の
一
方
で
保
証
し
た
領
地
以
外
の

土
地
を
持
つ
こ
と
を
禁
止
し
た
。
ま
た
軍
勢
動
員
（
馳
走
）
に
応
じ
る
と
の
起
請

は
下
蒲
池
氏
・
田
尻
氏
（
筑
後
国
）・
内
空
閑
氏
・
小
代
氏
・
隈
部
氏
（
肥
後
国
）

が
し
て
い
る
。
龍
造
寺
氏
に
人
質
を
提
出
し
て
い
る
の
は
黒
木
氏
（
筑
後
国
）
・

甲
斐
氏
（
肥
後
国
）
・
筑
紫
氏
・
原
田
氏
（
筑
前
国
）
で
あ
る
。
残
り
の
も
国
衆

ら
の
起
請
文
の
内
容
は
、「
同
心
」「
指
南
」「
別
儀
・
相
違
な
い
」「
豊
州
へ
手
切

れ
・
下
知
を
請
わ
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
宛
先
に
つ
い
て
は
ほ

ぼ
す
べ
て
の
国
衆
が
隆
信
親
子
宛
て
で
あ
り
「
二
字
書
」
で
あ
る
文
書
が
大
半
で
、

城
親
賢
（
肥
後
国
）・
長
野
統
重
（
豊
前
国
）
は
「
龍
造
寺
殿
」
と
な
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
多
く
は
前
節
で
み
た
有
馬
氏
と
同
じ
く
、
龍
造
寺
氏
を
格
上
と
し
て
は

扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
「
豊
州
（
大
友
氏
）
」
に
対
抗
す
る
た
め
に
龍

造
寺
氏
と
同
盟
関
係
を
結
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
造
寺
氏
が
軍
勢
動
員
す
る
こ

と
が
で
き
、
所
領
の
保
証
・
給
与
に
つ
い
て
関
与
し
え
た
の
は
筑
後
国
・
肥
後
国
・

筑
前
国
の
国
衆
の
う
ち
の
一
部
に
限
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
国
内
に
は
筑
後
国
の
五
修
氏
・
問
注
所
氏
の
よ
う
に
未
だ
大

友
氏
方
の
国
衆
が
存
在
す
る
上
、
起
請
文
を
交
わ
し
た
国
衆
の
家
中
・
一
族
内
に

も
大
友
氏
・
島
津
氏
に
味
方
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た （

�）。
龍
造
寺
氏
の
領
国
支

配
は
領
域
内
で
濃
淡
が
あ
り
、
多
様
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
節

国
衆
田
尻
氏
の
家
中
組
み
込
み

筑
後
国
衆
の
う
ち
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
末
に
蒲
池
鎮
並
が
大
友
氏
に
、

天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
頃
に
は
田
尻
鑑
種
が
島
津
氏
・
大
友
氏
に
通
じ
て
龍
造

寺
氏
に
反
旗
を
翻
し
た （

�）。
天
正
十
年
五
月
、
龍
造
寺
隆
信
は
蒲
池
鎮
並
を
謀
殺
し
、

下
蒲
池
氏
を
滅
ぼ
し
た
。
田
尻
氏
は
こ
の
頃
か
ら
龍
造
寺
氏
に
「
曲
説
」
を
疑
わ
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